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共済預金の手続きにかかる
「お取引時の確認」に関するお願い

対象となるお取引

お取引時の確認事項

　共済だより3月号でもお知らせしましたが、平成25年4月1日より「改正犯罪収益移転防止法」が施行され
たことに伴い、共済預金の手続きにかかる本人確認方法が下記の通り一部変更となっておりますので、ご注
意ください。

そ　の　他
■上記の事項が確認できない場合、お取引ができませんのでご注意ください。
■具体的な手続き方法につきましては、埼玉りそな銀行各支店へお問合せください。

●共済預金の新規口座開設時　　　●200万円を超える現金でのお預け入れ・お引出し　●200万円を超える現金での口座解約
※上記のお取引以外にも、必要に応じて本人確認を実施する場合があります。

※1 　本人確認書類は、運転免許証・組合員証等にて「氏名」「生年月日」「住所」の確認できるものとなります。
　  　また、代理人（配偶者等）が手続きする場合は、組合員と代理人の本人確認書類及び組合員と代理人の関係を確認できる資料
も提示いただくこととなります。

※2 　「お取引時確認に係る申告書」へは、氏名、お取引の目的（選択記入）、職業（選択記入）等を記入していただくこととなります。
　   　なお、当該申告書は、埼玉りそな銀行各支店の窓口にあります。

平成25年3月31日まで 改正犯罪収益移転防止法施行後
（平成25年4月1日以降）

本人
確認方法 本人確認書類（※1）の提示 ・本人確認書類（※1）の提示

・「お取引時確認に係る申告書（※2）」への記入

平成21年に行われた地方公務員共済年金における財政再計算により、平成25年9月からの長期給付に係
る掛金率は、次のとおり引き上げられます。

※給料に係る掛金を算定する場合、掛金率を基本給に乗ずることになっています。したがって、諸手当を除いたものに掛金率が乗じられることと
なりますので、給料に対する割合は、期末手当等に対する割合と異なります。

区　分 平成24年9月～
平成25年8月

給料に対する割合※ 10.13500
期末手当等に対する割合 8.108

（単位：％）
平成25年9月～
平成26年8月　

10.35625（+0.22125）
   8.285（+0.177）

なお、平成26年以降の長期給付に係る掛金率は、次のとおり引き上げられます。
（単位：％）

※長期給付に係る掛金率は、地方公務員共済組
合連合会定款で定めています。

区　分 平成26年9月～

給料に対する割合 10.5775（+0.22125）
期末手当等に対する割合   8.462（+0.177）

本年9月に長期給付に係る掛金率が引き上げられます

http://www.chikyoren.or.jp
平成21年に行われた財政再計算に係る情報について
は、連合会のホームページに掲載しております。どう
ぞご覧ください。

地方公務員共済組合連合会


